
平成20年 №33 

国立大学法人東京学芸大学事務組織規則等の一部を改正する規則 

国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項の一部を改正する要項 

 

制定理由 

  事務組織再編等に伴い，所要の改正を行うものである。 

 

承認経過 

  事務組織再編等に伴う形式的な改正であるため，学長決裁により処理し，教育

研究評議会には報告事項とする。 

 



 国立大学法人東京学芸大学事務組織規則等の一部を改正する規則を次のように制

定する。 

 

  平成20年３月31日 

              国立大学法人東京学芸大学長 

                      鷲 山 恭 彦 

 

 

平成20年規則第16号 

   国立大学法人東京学芸大学事務組織規則等の一部を改正する規則 

 

 次に掲げる規則の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正す

る。 

 

(1) 国立大学法人東京学芸大学事務組織規則（平成16年規則第３号） 

(2) 国立大学法人東京学芸大学事務分掌規則（平成16年規則第４号） 

(3) 東京学芸大学事務点検評価委員会規則（平成16年規則第46号） 

(4) 東京学芸大学事務協議会規則（昭和39年規則第４号） 

(5) 東京学芸大学事務情報化推進規則（平成９年規則第９号） 

(6) 東京学芸大学パソコンリーダー規則（平成11年規則第７号） 

(7) 国立大学法人東京学芸大学文書処理規則（昭和52年規則第８号） 

(8) 国立大学法人東京学芸大学文書決裁規則（昭和52年規則第10号） 

(9) 国立大学法人東京学芸大学公印規則（昭和57年規則第４号） 

(10)東京学芸大学勤務時間管理員に関する規則（昭和49年規則第４号） 

(11)国立大学法人東京学芸大学公的研究費管理規則（平成19年規則第28号） 

(12)東京学芸大学電気工作物保安規則（平成２年規則第３号） 



 国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項の一部を改正する要項を次のように

制定する。 

 

  平成20年３月31日 

                  東京学芸大学長 

                    鷲 山 恭 彦 

 

 

   国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項の一部を改正する要項 

 

 国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項（昭和51年１月10日制定）の一部に

ついて，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。



国立大学法人東京学芸大学事務組織規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

（部等） 

第３条 事務局に，総務部，財務部，学務部，施設マネジメント部及び学術情報

部を置く。 

２ 前項に規定する部のほか，事務局に監査室を置く。 

（課） 

第４条 総務部に，次の５課を置く。 

(1) 総務課 

(2) 企画課 

(3) 人事課 

(4) 学系支援課 

(5) 附属学校課 

２ 財務部に，次の２課を置く。 

(1) 財務課 

(2) 経理課 

 

 

３ 学務部に，次の４課を置く。 

(1) 学務課 

(2) 学生サービス課 

(3) 入試課 

(4) 国際課 

４ 施設マネジメント部に，次の２課を置く。 

(1) 施設企画課 

(2) 保全課 

５ 学術情報部に，次の２課を置く。 

(1) 学術情報課 

(2) 情報基盤課 

（課に置く室） 

第５条 総務課に，秘書室及び広報室を置く。 

 

２ 学務課に，大学院室及び免許状更新講習事務室を置く。 

３ 学生サービス課に，キャリア支援室を置く。 

 

〔省略〕 

 

（部） 

第３条 事務局に，総務部，財務部，学務部，施設マネジメント部及び学術情報

部を置く。 

 

（課） 

第４条 総務部に，次の５課を置く。 

(1) 総務課 

(2) 企画課 

(3) 人事課 

(4) 学系支援課 

(5) 附属学校課 

２ 財務部に，次の４課を置く。 

(1) 財務課 

(2) 経理課 

(3) 契約課 

(4) 監査課 

３ 学務部に，次の４課を置く。 

(1) 学務課 

(2) 学生サービス課 

(3) 入試課 

(4) 国際課 

４ 施設マネジメント部に，次の２課を置く。 

(1) 施設企画課 

(2) 保全課 

５ 学術情報部に，次の２課を置く。 

(1) 情報管理課 

(2) 情報サービス課 

（課に置く室） 

第５条 総務課に，秘書室を置く。 

２ 企画課に，広報室を置く。 

３ 学務課に，大学院室及び免許状更新講習事務室を置く。 

４ 学生サービス課に，就職支援室を置く。 



 

 

〔省略〕 

 

（総務課） 

第７条 総務課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 大学の事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 大学の儀式その他行事の企画立案に関すること。 

(3) 役員会，経営協議会，教育研究評議会等の会議に関すること。 

(4) 学内の事務組織の整備に関すること。 

(5) 男女共同参画に関すること。 

(6) 法人の登記に関すること。 

(7) 学則，規程，規則等の制定及び改廃に関すること。 

(8) 訴訟の連絡調整に関すること。 

(9) 顧問弁護士に関すること。 

(10)公印の管守及び文書類の接受，発送及び法人文書の管理に関すること。 

(11)国立大学協会及び日本教育大学協会に関すること。 

(12)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(13)その他他の部及び課の所掌に属さない事務を処理すること。 

２ 秘書室においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 秘書業務に関すること。 

(2) 行事予定に関すること。 

３ 広報室においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 大学広報に関し，企画立案し，及び連絡調整すること。 

(2) 大学情報の発信のための情報収集及び大学情報の発信に関すること。 

(3) 情報公開に関すること。 

(4) 個人情報保護に関すること。 

(5) 指定統計調査及び報告に関すること。 

（企画課） 

第８条 企画課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 大学の将来構想及び中期目標・中期計画に関し，企画立案し，及び連絡調整

すること。 

(2) 企画調査室及び点検評価室の業務に関し，連絡調整すること。 

(3) 地域社会との連携・交流事業に関し，企画立案し，及び連絡調整すること。 

(4) 大学の点検評価に関すること。 

(5) 学内の教育研究組織の整備に関すること。 

(6) 公開講座等生涯学習事業に関すること。 

(7) 現職教育講習に関すること。 

(8) 指定教員養成機関に関すること。 

５ 情報管理課に情報基盤整備室を置く。 

 

〔省略〕 

 

（総務課） 

第７条 総務課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 大学の事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 大学の儀式その他行事の企画立案に関すること。 

(3) 役員会，経営協議会，教育研究評議会等の会議に関すること。 

(4) 学内の事務組織の整備に関すること。 

(5) 男女共同参画に関すること。 

(6) 法人の登記に関すること。 

(7) 学則，規程，規則等の制定及び改廃に関すること。 

(8) 訴訟の連絡調整に関すること。 

(9) 顧問弁護士に関すること。 

(10)公印の管守及び文書類の接受，発送及び法人文書の管理に関すること。 

(11)国立大学協会及び日本教育大学協会に関すること。 

(12)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(13)その他他の部及び課の所掌に属さない事務を処理すること。 

２ 秘書室においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 秘書業務に関すること。 

(2) 行事予定に関すること。 

 

 

 

 

 

 

（企画課） 

第８条 企画課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 大学の将来構想及び中期目標・中期計画に関し，企画立案し，及び連絡調整

すること。 

(2) 企画調査室の業務に関し，連絡調整すること。 

(3) 地域社会との連携・交流事業に関し，企画立案し，及び連絡調整すること。 

(4) 大学の点検評価に関すること。 

(5) 学内の教育研究組織の整備に関すること。 

(6) 公開講座等生涯学習事業に関すること。 

(7) 現職教育講習に関すること。 

(8) 指定教員養成機関に関すること。 



(9) 科学研究費補助金（経理課の所掌に属するものを除く。）等，研究助成の

応募等に関すること。 

(10)産業界等との研究協力に関すること。 

(11)内外諸機関の学術奨励事業に関すること。 

(12)知的財産（財産管理に関することを除く。）に関すること。 

(13)研究員の派遣及び受入れに関すること。 

 

(14)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

（附属学校課） 

第１１条 附属学校課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 附属学校教員の人事に関すること。 

(2) 附属学校教員の人事交流に関すること。 

(3) 附属学校教員の勤務時間，休暇等の管理に関すること。 

(4) 附属学校教員の出張，研修，兼業等の服務に関すること。 

(5) 附属学校の中期目標・中期計画及び点検評価に関し連絡調整すること。 

(6) 附属学校の予算に関すること。 

(7) 附属学校の教務事務，研究協力事務に関し連絡調整すること。 

(8) 附属学校教員の研修会及び講習会に関すること。 

(9) 附属学校の入学試験の調査に関すること。 

(10)幼児，児童及び生徒の在籍状況に関すること。 

(11)附属学校研究紀要の発行に関すること。 

(12)附属学校運営会議等の会議に関すること。 

(13)文書類の発送接受等に関すること。 

(14)附属学校運営部（附属学校支援室を含む。）の庶務に関すること。 

(15)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

第２節 財務部 

（財務課） 

第１２条 財務課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 財務会計事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 予算及び決算に関すること。 

(3) 資金等の管理運用に関すること。 

(9) 科学研究費補助金（経理課及び契約課の所掌に属するものを除く。）等，

研究助成の応募等に関すること。 

(10)産業界等との研究協力に関すること。 

(11)内外諸機関の学術奨励事業に関すること。 

(12)知的財産（財産管理に関することを除く。）に関すること。 

(13)研究員の派遣及び受入れに関すること。 

(14)指定統計調査及び報告に関すること。 

(15)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

２ 広報室においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 大学広報に関し，企画立案し，及び連絡調整すること。 

(2) 大学情報の発信のための情報収集及び大学情報の発信に関すること。 

(3) 情報公開に関すること。 

(4) 個人情報保護に関すること。 

 

〔省略〕 

 

（附属学校課） 

第１１条 附属学校課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 附属学校教員の人事に関すること。 

(2) 附属学校教員の人事交流に関すること。 

(3) 附属学校教員の勤務時間，休暇等の管理に関すること。 

(4) 附属学校教員の出張，研修，兼業等の服務に関すること。 

(5) 附属学校の中期目標・中期計画及び点検評価に関し連絡調整すること。 

(6) 附属学校の予算に関すること。 

(7) 附属学校の教務事務，研究協力事務に関し連絡調整すること。 

(8) 附属学校教員の研修会及び講習会に関すること。 

(9) 附属学校の入学試験の調査に関すること。 

(10)幼児，児童及び生徒の在籍状況に関すること。 

(11)附属学校研究紀要の発行に関すること。 

(12)附属学校運営会議等の会議に関すること。 

(13)文書類の発送接受等に関すること。 

(14)附属学校運営部の庶務に関すること。 

(15)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

第２節 財務部 

（財務課） 

第１２条 財務課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 財務会計事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 予算及び決算に関すること。 

(3) 資金等の管理運用に関すること。 



(4) 財務会計業務の改善及び合理化に関すること。 

(5) 寄附金の総括事務に関すること。 

(6) 会計機関の公印の管守に関すること。 

(7) 財務会計に関する諸規程等の制定及び改廃に関すること。 

(8) 学内の警備取締りに関すること。 

(9) 計算証明に関すること。 

(10)不動産等に関すること。 

(11)職員の宿舎に関すること。 

(12)土地及び建物の借入れに関すること。 

(13)安全管理（施設マネジメント部に属するものを除く。）に関すること。 

(14)会計監査（監査室に属するものを除く。）に関すること。 

(15)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(16)その他財務会計事務で他の課の所掌に属さないものを処理すること。 

（経理課） 

第１３条 経理課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 収入及び支出に関すること。 

(2) 債権の管理に関すること。 

(3) 資金前渡に関すること。 

(4) 寄附金及び科学研究費補助金の経理に関すること。 

(5) 謝金及び旅費の経理に関すること。 

(6) 会計機関の公印の管守に関すること。 

(7) 金庫の管守に関すること。 

(8) 物品の購入及び役務の契約に関すること。 

(9) 物品の管理に関すること。 

(10)物品の修理及び不用物品の処分に関すること。 

(11)政府調達に関すること。 

(12)公用車の管理運行に関すること。 

(13)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 財務会計業務の改善及び合理化に関すること。 

(5) 寄附金の総括事務に関すること。 

(6) 会計機関の公印の管守に関すること。 

(7) 財務会計に関する諸規程等の制定及び改廃に関すること。 

(8) 学内の警備取締りに関すること。 

(9) 計算証明に関すること。 

(10)不動産等に関すること。 

(11)職員の宿舎に関すること。 

(12)土地及び建物の借入れに関すること。 

(13)安全管理（施設マネジメント部に属するものを除く。）に関すること。 

 

(14)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(15)その他財務会計事務で他の課の所掌に属さないものを処理すること。 

（経理課） 

第１３条 経理課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 収入及び支出に関すること。 

(2) 債権の管理に関すること。 

(3) 資金前渡に関すること。 

(4) 寄附金及び科学研究費補助金の経理に関すること。 

(5) 謝金及び旅費の経理に関すること。 

(6) 会計機関の公印の管守に関すること。 

(7) 金庫の管守に関すること。 

 

 

 

 

 

(8) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

（契約課） 

第１４条 契約課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 物品の購入及び役務の契約に関すること。 

(2) 物品の管理に関すること。 

(3) 物品の修理及び不用物品の処分に関すること。 

(4) 政府調達に関すること。 

(5) 公用車の管理運行に関すること。 

(6) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

（監査課） 

第１５条 監査課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 業務監査に関すること。 



 

 

 

第３節 学務部 

（学務課） 

第１４条 学務課（大学院室を含む。）においては，次の各号に掲げる事務をつ

かさどる。 

(1) 学務事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 学生の学籍に関すること。 

(3) 学生の教育実習に関すること。 

(4) 教育課程の編成及び授業運営に関すること。 

(5) 学生の修学指導に関すること。 

(6) 学生の卒業，修了及び学位に関すること。 

(7) 学生の身分取扱いに関すること。 

(8) 学生の学業成績の整理及び記録に関すること。 

(9) 派遣学生，特別聴講学生及び研究生（外国人留学生に関するものを除く。）

に関すること。 

(10)特別研究派遣学生及び特別研究学生に関すること。 

(11)科目等履修生（外国人留学生に関するものを除く。）に関すること。 

(12)教育職員の免許及び資格取得に関すること。 

(13)学生の介護等体験に関すること。 

(14)障害学生に対する指導及び助言並びに支援に関すること。 

(15)教員資格認定試験に関すること。 

(16)特別支援教育特別専攻科（入学者選抜試験を除く。）に関すること。 

(17)学生の諸証明（他の課の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

(18)非常勤講師（他の課の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

(19)講義棟に関すること。 

(20)ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントに関すること。 

(21)現職教員研修支援センターに関すること。 

(22)大学院連合学校教育学研究科の庶務，人事，会計及び厚生補導事務に関し

，連絡調整すること。 

(23)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(24)その他学務事務で他の課の所掌に属さないものを処理すること。 

２ 免許状更新講習事務室においては，免許状更新講習の企画・立案に関する事

務をつかさどる。 

（学生サービス課） 

第１５条 学生サービス課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 学生に対する奨学金，入学料及び授業料の免除等並びに経済援助に関するこ

と。 

(2) 会計監査に関すること。 

(3) その他内部監査に関すること。 

(4) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

第３節 学務部 

（学務課） 

第１６条 学務課（大学院室を含む。）においては，次の各号に掲げる事務をつ

かさどる。 

(1) 学務事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 学生の学籍に関すること。 

(3) 学生の教育実習に関すること。 

(4) 教育課程の編成及び授業運営に関すること。 

(5) 学生の修学指導に関すること。 

(6) 学生の卒業，修了及び学位に関すること。 

(7) 学生の身分取扱いに関すること。 

(8) 学生の学業成績の整理及び記録に関すること。 

(9) 派遣学生，特別聴講学生及び研究生（外国人留学生に関するものを除く。）

に関すること。 

(10)特別研究派遣学生及び特別研究学生に関すること。 

(11)科目等履修生（外国人留学生に関するものを除く。）に関すること。 

(12)教育職員の免許及び資格取得に関すること。 

(13)学生の介護等体験に関すること。 

(14)障害学生に対する指導及び助言並びに支援に関すること。 

(15)教員資格認定試験に関すること。 

(16)特別支援教育特別専攻科（入学者選抜試験を除く。）に関すること。 

(17)学生の諸証明（他の課の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

(18)非常勤講師（他の課の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

(19)講義棟に関すること。 

(20)ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントに関すること。 

(21)現職教員研修支援センターに関すること。 

(22)大学院連合学校教育学研究科の庶務，人事，会計及び厚生補導事務に関し

，連絡調整すること。 

(23)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(24)その他学務事務で他の課の所掌に属さないものを処理すること。 

２ 免許状更新講習事務室においては，免許状更新講習に関する事務をつかさど

る。 

（学生サービス課） 

第１７条 学生サービス課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 学生に対する奨学金，入学料及び授業料の免除等並びに経済援助に関するこ

と。 



(2) 学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。 

(3) 学寮及び国際学生宿舎の管理運営に関すること。 

(4) 学生相談，学生支援等に関すること。 

(5) 学生の健康診断及び保健施設の管理運営に関すること。 

(6) 学生旅客運賃割引証に関すること。 

(7) 学生の課外教育に関すること。 

(8) 学生及び学生団体の指導に関すること。 

(9) 課外活動施設の管理に関すること。 

(10)学生のボランティア活動に係る支援に関すること。 

(11)キャンパス通信の作成及び発行に関すること。 

(12)学生相談センターに関すること。 

(13)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(14)その他他の課の所掌に属さない学生の厚生支援に関すること。 

２ キャリア支援室においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 学生に対するキャリア支援事業の企画立案に関すること。 

(2) 学生に対する就職指導及び就職相談に関すること。 

(3) 学生のボランティア活動に係る支援に関すること。 

(4) 学生の就職に係るキャリア教育支援に関すること。 

(5) 学生のインターンシップに係る支援に関すること。 

(6) 未就職者に係る就職支援に関すること。 

(7) 学生キャリア支援センターに関すること。 

(8) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(9) その他学生のキャリア支援に関すること。 

（入試課） 

第１６条  〔省略〕 

 （国際課） 

第１７条  〔省略〕 

第４節 施設マネジメント部 

（施設企画課） 

第１８条  〔省略〕 

（保全課） 

第１９条  〔省略〕 

第５節 学術情報部 

（学術情報課） 

第２０条 学術情報課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 附属図書館（以下「図書館」という。）及び学術情報の総括及び連絡調整に

関すること。 

(2) 図書館及び学術情報に関する調査及び報告に関すること。 

(3) 図書館資料の購入及び役務契約（経理課の所掌に属するものを除く。）に関

(2) 学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。 

(3) 学寮及び国際学生宿舎の管理運営に関すること。 

(4) 学生相談，学生支援等に関すること。 

(5) 学生の健康診断及び保健施設の管理運営に関すること。 

(6) 学生旅客運賃割引証に関すること。 

(7) 学生の課外教育に関すること。 

(8) 学生及び学生団体の指導に関すること。 

(9) 課外活動施設の管理に関すること。 

(10)学生のボランティア活動に係る支援に関すること。 

(11)キャンパス通信の作成及び発行に関すること。 

(12)学生相談センターに関すること。 

(13)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(14)その他他の課の所掌に属さない学生の厚生支援に関すること。 

２ 就職支援室においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 学生に対する就職支援事業の企画立案に関すること。 

(2) 学生に対する就職指導及び就職相談に関すること。 

(3) 学生のボランティア活動に係る支援に関すること。 

(4) 学生の就職に係るキャリア教育支援に関すること。 

(5) 学生のインターンシップに係る支援に関すること。 

(6) 未就職者に係る就職支援に関すること。 

(7) 学生キャリア支援センターに関すること。 

(8) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(9) その他学生の就職支援に関すること。 

（入試課） 

第１８条  〔省略〕 

 （国際課） 

第１９条  〔省略〕 

第４節 施設マネジメント部 

（施設企画課） 

第２０条  〔省略〕 

（保全課） 

第２１条  〔省略〕 

第５節 学術情報部 

 

 

 

 

 

 



すること。 

(4) 図書館資料の目録・分類・装備に関すること。 

(5) 図書館資料の資産管理に関すること。 

(6) 図書館資料のデータベース化に関すること。 

(7) 紀要の出版に関すること。 

(8) 図書館資料の利用に関すること。 

(9) 図書館資料の保存に関すること。 

(10) 参考調査に関すること。 

(11) 情報リテラシー教育支援に関すること。 

(12) 図書館資料の相互利用に関すること。 

(13) 図書館の広報に関すること。 

(14) 閲覧室及び書庫の運用に関すること。 

(15) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(16) その他図書館及び学術情報並びに図書館利用等に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（情報基盤課） 

第２１条 情報基盤課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 全学の情報化・電子化の企画立案及び調整に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（情報管理課） 

第２２条 情報管理課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 附属図書館（以下「図書館」という。）及び学術情報に関し，総括し，及び

連絡調整すること。 

(2) 図書館及び学術情報に関する調査及び報告に関すること。 

(3) 図書館資料の購入及び役務契約（契約課の所掌に属するものを除く。）に関

すること。 

(4) 図書館資料の目録・分類・装備に関すること。 

(5) 図書館資料の資産管理に関すること。 

(6) 図書館資料のデータベース化に関すること。 

(7) 紀要の出版に関すること。 

(8) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(9) その他図書館事務に関し，他の課の所掌に属さないものを処理すること。 

２ 情報基盤整備室においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 情報化に関し，企画立案し，及び調整すること。 

(2) 情報化の普及，調査等に関すること。 

(3) 事務情報システムの開発，導入及び運用支援に関すること。 

(4) 図書館情報サービスシステムの開発，導入及び運用に関すること。 

(5) 図書館資料の電子化に関すること。 

(6) 電子的学術情報資源の整備及び維持管理に関すること。 

(7) 情報処理センターの事業及び利用に関すること。 

(8) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

 

 

 



(2) 全学の情報化・電子化の普及，調査等に関すること。 

(3) 全学のネットワークセキュリティの企画立案及び調整に関すること。 

(4) 全学の電子的学術情報資源の整備及び維持管理に関すること。 

(5) 情報処理センターの事業及び運営・利用に関すること。 

(6) 事務情報システムの開発，導入及び運用支援に関すること。 

(7) 図書館情報サービスシステムの開発，導入及び運用に関すること。 

(8) 図書館資料の電子化に関すること。 

(9) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(10) その他情報化事務に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 監査室 

（監査室） 

第２２条 監査室においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 業務監査に関すること。 

(2) 監事監査の補助に関すること。 

(3) 会計検査院の実地検査及び監査法人の行う監査に係る連絡調整に関するこ

と。 

(4) 法人の内部監査に関すること。 

(5) 入札の立会に関すること。 

(6) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

  

第４章 職員 

（事務局長） 

第２３条  〔省略〕 

（部長） 

第２４条  〔省略〕 

（監査室長） 

第２５条 監査室に室長を置く。 

２ 監査室長は，上司の命を受け，室の事務を処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（情報サービス課） 

第２３条 情報サービス課においては，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 図書館資料の利用に関すること。 

(2) 図書館資料の保存に関すること。 

(3) 参考調査に関すること。 

(4) 情報リテラシー教育支援に関すること。 

(5) 図書館資料の相互利用に関すること。 

(6) 図書館の広報に関すること。 

(7) 閲覧室及び書庫の運用に関すること。 

(8) 所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(9) その他図書館の利用に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 職員 

（事務局長） 

第２４条  〔省略〕 

（部長） 

第２５条  〔省略〕 

 

 

 



（課長） 

第２６条  〔省略〕 

 

 

 

 （副課長） 

第２７条   〔省略〕 

 （課に置く室長） 

第２８条  〔省略〕 

（専門職員） 

第２９条 監査室及び課に，専門職員を置くことができる。 

２ 専門職員は，上司の命を受け，監査室及び課の所掌事務のうち専門的知識又は

経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。 

（係長） 

第３０条  〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

附 則 

 この規則は，平成20年４月１日から施行する。 

（課長） 

第２６条  〔省略〕 

（研究協力主幹） 

第２７条 企画課に，研究協力主幹を置く。 

２ 研究協力主幹は，上司の命を受け，研究協力に関する事務を処理する。 

 （副課長） 

第２８条  〔省略〕 

 （課に置く室長） 

第２９条  〔省略〕 

（専門職員） 

第３０条 課に，専門職員を置くことができる。 

２ 専門職員は，上司の命を受け，課の所掌事務のうち専門的知識又は経験を必要

とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。 

（係長） 

第３１条  〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

 

 

 
 



国立大学法人東京学芸大学事務分掌規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

（総務課（秘書室及び広報室）） 

第１条 総務課に，専門職員及び次の各号に定める係を置く。 

(1) 総務係 

(2) 法規・文書係 

２ 秘書室に，秘書係を置く。 

３ 広報室に，広報係を置く。 

（企画課） 

第２条 企画課に，専門職員及び次の各号に定める係を置く。 

(1) 企画係 

(2) 点検評価係 

(3) 社会連携係 

(4) 研究助成係 

 

 

〔省略〕 

 

（経理課） 

第７条 経理課に，専門職員及び次の各号に定める係を置く。 

(1) 管理係 

(2) 収入係 

(3) 支出係 

(4) 契約第一係 

(5) 契約第二係 

(6) 契約第三係 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 学務部 

 

〔省略〕 

 

（総務課（秘書室）） 

第１条 総務課に，専門職員及び次の各号に定める係を置く。 

(1) 総務係 

(2) 法規・文書係 

２ 秘書室に，秘書係を置く。 

 

（企画課（広報室）） 

第２条 企画課に，専門職員及び次の各号に定める係を置く。 

(1) 企画係 

(2) 点検評価係 

(3) 社会連携係 

(4) 研究助成係 

２ 広報室に，広報係を置く。 

 

〔省略〕 

 

（経理課） 

第７条 経理課に，次の各号に定める係を置く。 

(1) 管理係 

(2) 収入係 

(3) 支出係 

 

 

 

（契約課） 

第８条 契約課に，専門職員及び次の各号に定める係を置く。 

(1) 契約第一係 

(2) 契約第二係 

(3) 契約第三係 

（監査課） 

第９条 監査課に，専門職員を置く。 

第３節 学務部 



（学務課（大学院室）） 

第８条 学務課に，次の各号に定める係を置く。 

(1) 総務係 

(2) 教務企画係 

(3) 教務第一係 

(4) 教務第二係 

(5) 教務第三係 

(6) 教務第四係 

(7) 教育実習係 

(8) 資格認定試験係 

２ 大学院室に，次の各号に定める係を置く。 

 (1) 修士課程係 

 (2) 博士課程係 

(3) 教職大学院係 

（学生サービス課（キャリア支援室）） 

第９条 学生サービス課に，専門職員及び次の各号に定める係を置く。 

(1) 厚生企画係 

(2) 学生生活・奨学係 

(3) 課外教育・学寮係 

２ キャリア支援室に，次の各号に定める係を置く。 

(1) 企画調査係 

(2) 教員就職係 

(3) 企業就職係 

 

〔以下，現行の第12条から第15条までを２条ずつ繰り上げる。〕 

 

第５節 学術情報部 

 （学術情報課） 

第１４条 学術情報課に，次の各号に定める係を置く。 

(1) 総務係 

(2) 図書情報係 

(3) 雑誌情報係 

(4) 利用者支援係 

(5) 情報リテラシー係 

 

 

 

 

 

（学務課（大学院室）） 

第１０条 学務課に，次の各号に定める係を置く。 

(1) 総務係 

(2) 教務企画係 

(3) 教務第一係 

(4) 教務第二係 

(5) 教務第三係 

(6) 教務第四係 

(7) 教育実習係 

(8) 資格認定試験係 

２ 大学院室に，専門職員及び次の各号に定める係を置く。 

 (1) 修士課程係 

 (2) 博士課程係 

 

（学生サービス課（就職支援室）） 

第１１条 学生サービス課に，専門職員及び次の各号に定める係を置く。 

(1) 厚生企画係 

(2) 学生生活・奨学係 

(3) 課外教育・学寮係 

２ 就職支援室に，次の各号に定める係を置く。 

(1) 企画調査係 

(2) 教員就職係 

(3) 企業就職係 

 

〔省略〕 

 

第５節 学術情報部 

 

 

 

 

 

 

 

（情報管理課（情報基盤整備室）） 

第１６条 情報管理課に，次の各号に定める係を置く。 

(1) 総務係 

(2) 学術資料係 

２ 情報基盤整備室に，次の各号に定める係を置く。 



 

 

 

（情報基盤課） 

第１５条 情報基盤課に，次の各号に定める係を置く。 

(1) 情報基盤係 

(2) 事務情報係 

(3) 学術ポータル係 

 

 

 

 

 

第６節 監査室 

（監査室） 

第１６条 監査室に，専門職員を置く。 

 

第２章 事務分掌 

第１節 総務部 

第１款 総務課（秘書室及び広報室） 

 

〔以下，現行の第18条から第21条までを１条ずつ繰り上げる。〕 

 

【総務課】 

（広報係） 

第２１条 広報係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 大学広報に関し，企画立案し，及び連絡調整すること。 

(2) 大学情報の発信のための情報収集及び大学情報の発信に関すること。 

(3) 概要等の編集発行に関すること。 

(4) 大学のホームページの管理に関すること。 

(5) 情報公開に関すること。 

(6) 個人情報保護に関すること。 

(7) 指定統計調査及び報告に関すること。 

第２款 企画課 

（専門職員（大学評価担当）） 

第２２条  〔省略〕 

（専門職員（科学研究費等担当）） 

第２３条 専門職員（科学研究費等担当）は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 科学研究費補助金（経理課の所掌に属するものを除く。）等，研究助成の応募

(1) 事務情報係 

(2) 情報基盤係 

(3) 学術ポータル係 

 

 

 

 

 

（情報サービス課） 

第１７条 情報サービス課に，次の各号に定める係を置く。 

(1) 資料サービス係 

(2) 情報リテラシー係 

(3) 相互利用係 

 

 

 

 

第２章 事務分掌 

第１節 総務部 

第１款 総務課（秘書室） 

 

〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２款 企画課（広報室） 

（専門職員（大学評価担当）） 

第２２条  〔省略〕 

（専門職員（科学研究費等担当）） 

第２３条 専門職員（科学研究費等担当）は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 科学研究費補助金（経理課及び契約課の所掌に属するものを除く。）等，研究



等に関すること。 

(2) 内外諸機関との受託事業に関すること。 

 

〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔以下，現行の第29条から第39条までを１条ずつ繰り上げる。〕 

 

【附属学校課】 

（総務係） 

第３９条 総務係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 附属学校教員の人事給与に関すること。 

(2) 附属学校教員の勤務時間，休暇等の管理に関すること。 

(3) 附属学校教員の出張，研修，兼業等の服務に関すること。 

(4) 附属学校の概算要求に関すること。 

(5) 附属学校の予算配分に関すること。 

(6) 附属学校の旅費に関すること。 

(7) 附属学校の謝金に関すること。 

(8) 附属学校運営会議等の会議に関すること。 

(9) 文書類の発送接受等に関すること。 

(10)附属学校運営部（附属学校支援室を含む。）の庶務に関すること。 

(11)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(12)その他専門職員の所掌に属さないこと。 

（各地区の事務係） 

第４０条  〔省略〕 

第２節 財務部 

第１款 財務課 

 （専門職員（不動産管理・運用担当）） 

第４１条  〔省略〕 

（専門職員（監査担当）） 

助成の応募等に関すること。 

(2) 内外諸機関との受託事業に関すること。 

 

    〔省略〕 

 

（広報係） 

第２８条 広報係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 大学広報に関し，企画立案し，及び連絡調整すること。 

(2) 大学情報の発信のための情報収集及び大学情報の発信に関すること。 

(3) 概要等の編集発行に関すること。 

(4) 大学のホームページの管理に関すること。 

(5) 情報公開に関すること。 

(6) 個人情報保護に関すること。 

(7) 指定統計調査及び報告に関すること。 

 

    〔省略〕 

 

 

（総務係） 

第４０条 総務係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 附属学校教員の人事給与に関すること。 

(2) 附属学校教員の勤務時間，休暇等の管理に関すること。 

(3) 附属学校教員の出張，研修，兼業等の服務に関すること。 

(4) 附属学校の概算要求に関すること。 

(5) 附属学校の予算配分に関すること。 

(6) 附属学校の旅費に関すること。 

(7) 附属学校の謝金に関すること。 

(8) 附属学校運営会議等の会議に関すること。 

(9) 文書類の発送接受等に関すること。 

(10)附属学校運営部の庶務に関すること。 

(11)所掌事務の調査及び報告に関すること。 

(12)その他専門職員の所掌に属さないこと。 

（各地区の事務係） 

第４１条  〔省略〕 

第２節 財務部 

第１款 財務課 

 （専門職員（不動産管理・運用担当）） 

第４２条  〔省略〕 

 



第４２条 専門職員（監査担当）は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 決算（年次及び月次）の監査に関すること。 

(2) 予算の執行及び資金運用の監査に関すること。 

(3) 契約の監査に関すること。 

(4) 債権，資金，不動産及び物品の管理に係る監査に関すること。 

(5) 収入及び支出の監査に関すること。 

（総務・管財係） 

第４３条 総務・管財係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 財務会計事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 財務会計に関する諸規程等の制定及び改廃に関すること。 

(3) 会計機関の設置及び命免に関すること。 

(4) 財務会計制度の調査に関すること。 

(5) 寄附金の総括事務に関すること。 

(6) 学内の警備取締りに関すること。 

(7) 不動産等の使用及び貸付けに関すること。 

(8) 土地及び建物の借入れに関すること。 

(9) 職員宿舎の維持及び管理に関すること。 

(10)安全管理に関すること。 

(11)その他専門職員及び他の係並びに財務部の他の課の所掌に属さないこと。 

（財務管理係） 

第４４条  〔省略〕 

（決算係） 

第４５条  〔省略〕 

第２款 経理課 

（専門職員（役務・製造請負担当）） 

第４６条 専門職員（役務・製造請負担当）は，製造請負及び役務の契約（附属

学校に関するものを除く。）に関する事務を分掌する。 

（管理係） 

第４７条 管理係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 前渡資金に関すること。 

(2) 公課に関すること。 

(3) 寄附金及び科学研究費補助金の経理に関すること。 

(4) 謝金及び旅費の経理に関すること。 

(5) その他専門職員及び他の係の所掌に属さないこと。 

（収入係） 

第４８条  〔省略〕 

（支出係） 

第４９条  〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

（総務・管財係） 

第４３条 総務・管財係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 財務会計事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 財務会計に関する諸規程等の制定及び改廃に関すること。 

(3) 会計機関の設置及び命免に関すること。 

(4) 財務会計制度の調査に関すること。 

(5) 寄附金の総括事務に関すること。 

(6) 学内の警備取締りに関すること。 

(7) 不動産等の使用及び貸付けに関すること。 

(8) 土地及び建物の借入れに関すること。 

(9) 職員宿舎の維持及び管理に関すること。 

(10)安全管理に関すること。 

(11)その他他の係及び財務部の他の課の所掌に属さないこと。 

（財務管理係） 

第４４条  〔省略〕 

（決算係） 

第４５条  〔省略〕 

第２款 経理課 

 

 

 

（管理係） 

第４６条 管理係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 前渡資金に関すること。 

(2) 公課に関すること。 

(3) 寄附金及び科学研究費補助金の経理に関すること。 

(4) 謝金及び旅費の経理に関すること。 

(5) その他他の係の所掌に属さないこと。 

（収入係） 

第４７条  〔省略〕 

（支出係） 

第４８条  〔省略〕 

第３款 契約課 



 

 

 

（契約第一係） 

第５０条 契約第一係は，事務局，附属図書館及び施設・センターに係る事務の

うち，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 物品の購入契約に関すること。 

(2) 物品の管理に関すること。 

(3) 物品の修理及び不用物品の処分に関すること。 

(4) 公用車の管理運行に関すること。 

(5) 光熱水料，電話料金等に関すること。 

 

 

    〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 学務部 

第１款 学務課（大学院室） 

 

 

 

（総務係） 

第５３条 総務係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 学務部の事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 学務関係の調査・統計に関すること。 

（専門職員（製造請負，役務契約担当）） 

第４９条 専門職員（製造請負，役務契約担当）は，製造請負及び役務の契約（

附属学校に関するものを除く。）に関する事務を分掌する。 

（契約第一係） 

第５０条 契約第一係は，事務局，附属図書館及び施設・センターに係る事務の

うち，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 物品の購入契約に関すること。 

(2) 物品の管理に関すること。 

(3) 物品の修理及び不用物品の処分に関すること。 

(4) 公用車の管理運行に関すること。 

(5) 光熱水料，電話料金等に関すること。 

(6) その他専門職員及び他の係の所掌に属さないこと。 

 

    〔省略〕 

 

第４款 監査課 

（専門職員（業務監査担当）） 

第５３条 専門職員（業務監査担当）は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 関係諸法令，業務方法書，諸規程等に係る遵守状況の監査に関すること。 

(2) 中期計画及び年度計画の実施に係る監査に関すること。 

(3) 組織運営及び人事管理の監査に関すること。 

(4) その他業務の内部監査に関すること。 

（専門職員（財務監査担当）） 

第５４条 専門職員（財務監査担当）は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 決算（年次及び月次）の監査に関すること。 

(2) 予算の執行及び資金運用の監査に関すること。 

(3) 契約の監査に関すること。 

(4) 債権，資金，不動産及び物品の管理に係る監査に関すること。 

(5) 収入及び支出の監査に関すること。 

(6) その他会計の内部監査に関すること。 

第３節 学務部 

第１款 学務課 

 （専門職員（大学院担当）） 

第５５条 専門職員（大学院担当）は，大学院における教育課程及び教育支援に

関する専門的事項をつかさどる。 

（総務係） 

第５６条 総務係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 学務部の事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 学務関係の調査・統計に関すること。 



(3) 学務関係予算に関すること。 

(4) 教育活動の年度計画・実績報告に関すること。 

(5) その他他の係及び学務部の他の課の所掌に属さないこと。 

 

〔以下，現行の第57条から第63条までを３条ずつ繰り上げる。〕 

 

（修士課程係） 

第６１条 修士課程係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 大学院教育学研究科（教職大学院の課程を除く。以下同じ。）の事務に関

し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 大学院教育学研究科の教育課程の編成及び授業運営に関すること。 

(3) 大学院教育学研究科学生の修学指導に関すること。 

(4) 大学院教育学研究科学生の教員免許状に係る履修指導に関すること。 

(5) 大学院教育学研究科学生の学業成績の整理，記録及び学籍に関すること。 

(6) 大学院教育学研究科学生の修了及び修士の学位に関すること。 

(7) 大学院教育学研究科学生の身分取扱いに関すること。 

(8) 大学院教育学研究科学生の学生記録及び学生証に関すること。 

(9) 大学院教育学研究科学生の学籍及び成績に係る各種証明書の発行に関する

こと。 

(10)大学院学生の資格等取得に関すること。 

(11)大学院教育学研究科の科目等履修生（外国人留学生に関するものを除

く。）に関すること。 

(12)大学院教育学研究科の派遣学生及び特別聴講学生に関すること。 

(13)大学院教育学研究科の特別派遣学生及び特別研究学生に関すること。 

(14)大学院教育学研究科のティーチング・アシスタントに関すること。 

(15)現職教員研修支援センターに関すること。 

（博士課程係） 

第６２条 〔省略〕 

（教職大学院係） 

第６３条 教職大学院係は、次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 大学院教育学研究科（教職大学院の課程）の教育課程の編成及び授業運営

に関すること。 

(2) 大学院教育学研究科（教職大学院の課程）学生の修学・履修指導に関する

こと。 

(3) 大学院教育学研究科（教職大学院の課程）学生の学籍に関すること。 

(4) 大学院教育学研究科（教職大学院の課程）学生の修了及び教職修士の学位

に関すること。 

(5) 大学院教育学研究科（教職大学院の課程）学生の身分取扱いに関するこ

と。 

(3) 学務関係予算に関すること。 

(4) 教育活動の年度計画・実績報告に関すること。 

(5) その他専門職員及び他の係並びに学務部の他の課の所掌に属さないこと。 

 

〔省略〕 

 

（修士課程係） 

第６４条 修士課程係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 大学院教育学研究科の事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

 

(2) 大学院教育学研究科の教育課程の編成及び授業運営に関すること。 

(3) 大学院教育学研究科学生の修学指導に関すること。 

(4) 大学院教育学研究科学生の教員免許状に係る履修指導に関すること。 

(5) 大学院教育学研究科学生の学業成績の整理，記録及び学籍に関すること。 

(6) 大学院教育学研究科学生の修了及び修士の学位に関すること。 

(7) 大学院教育学研究科学生の身分取扱いに関すること。 

(8) 大学院教育学研究科学生の学生記録及び学生証に関すること。 

(9) 大学院教育学研究科学生の学籍及び成績に係る各種証明書の発行に関する

こと。 

(10)大学院学生の資格等取得に関すること。 

(11)大学院教育学研究科の科目等履修生（外国人留学生に関するものを除

く。）に関すること。 

(12)大学院教育学研究科の派遣学生及び特別聴講学生に関すること。 

(13)大学院教育学研究科の特別派遣学生及び特別研究学生に関すること。 

(14)大学院教育学研究科のティーチング・アシスタントに関すること。 

(15)現職教員研修支援センターに関すること。 

（博士課程係） 

第６５条 〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6) 大学院教育学研究科（教職大学院の課程）学生の実習に関すること。 

第２款 学生サービス課（キャリア支援室） 

 

〔以下，現行の第66条から第69条までを２条ずつ繰り上げる。〕 

 

（企画調査係） 

第６８条 企画調査係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 学生のキャリア支援事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 学生のキャリア支援事業の企画立案に関すること。 

(3) 学生のボランティア活動に係る支援に関すること。 

(4) 就職用広報資料の編集・発行に関すること。 

(5) 学生キャリア支援センターに関すること。 

 

〔以下，現行の第71条から第76条までを２条ずつ繰り上げる。〕 

 

【国際課】 

（国際企画係） 

第７５条 国際企画係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 国際交流の事務に関し，企画立案し，及び連絡調整に関すること。 

(2) 国際的な連携協力に関し，連絡調整すること。 

(3) 外国の大学，研究所等との学術・学生交流協定の締結に関すること。 

(4) 外国人研究者の受入れ等に関すること。 

(5) 外国人来訪者に関すること。 

(6) その他専門職員及び他の係の所掌に属さないこと。 

 

〔以下，現行の第78条から第86条までを２条ずつ繰り上げる。〕 

 

第５節 学術情報部 

第１款 学術情報課 

（総務係） 

第８５条 総務係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 図書館及び学術情報の総括及び連絡調整に関すること。 

(2) 図書館の文書類の発受及び整理保存に関すること。 

(3) 学術情報部の予算に関すること。 

(4) 文献複写等に係る歳入金の収納に関すること。 

(5) 図書館の物品の管理に関すること。 

(6) 図書館及び学術情報に関する調査，統計及び報告に関すること。 

(7) 紀要の出版に関すること。 

(8) その他他の係及び情報基盤課の所掌に属さないこと。 

 

第２款 学生サービス課（就職支援室） 

 

〔省略〕 

 

（企画調査係） 

第７０条 企画調査係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 学生の就職支援事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 

(2) 学生の就職支援事業の企画立案に関すること。 

(3) 学生のボランティア活動に係る支援に関すること。 

(4) 就職用広報資料の編集・発行に関すること。 

(5) 学生キャリア支援センターに関すること。 

 

    〔省略〕 

 

 

（国際企画係） 

第７７条 国際企画係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 国際交流の事務に関し，企画立案し，及び連絡調整に関すること。 

(2) 国際的な連携協力に関し，連絡調整すること。 

(3) 外国の大学，研究所等との学術・学生交流協定の締結に関すること。 

(4) 外国人研究者の受入れ等に関すること。 

(5) 外国人来訪者に関すること。 

(6) その他他の係の所掌に属さないこと。 

 

〔省略〕 

 

第５節 学術情報部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（図書情報係） 

第８６条 図書情報係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 図書館資料の予算の総括及び連絡調整に関すること。 

(2) 図書資料（図書館資料のうち雑誌情報係で扱う資料を除く。以下同じ。）

の選択及び収集に関すること。 

(3) 図書資料の購入及び役務契約（経理課の所掌に属するものを除く。）に関

すること。 

(4) 図書資料の目録・分類・装備に関すること。 

(5) 図書館資料の資産管理に関すること。 

(6) 図書館資料の不用決定及び除却に関すること。 

(7) その他図書館資料に関し他の係に属さないこと。 

（雑誌情報係） 

第８７条 雑誌情報係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 雑誌資料の予算に関すること。 

(2) 雑誌資料の選択及び収集に関すること。 

(3) 雑誌資料の購入及び役務契約（経理課の所掌に属するものを除く。）に関

すること。 

(4) 雑誌資料の目録・分類・装備に関すること。 

(5) その他雑誌資料に関すること。 

（利用者支援係） 

第８８条 利用者支援係は，図書館利用者を支援するため次の各号に定める事務

を分掌する。 

(1) 図書館資料の配置，配架，保存，点検その他運用計画に関すること。 

(2) 図書館資料の閲覧，貸出及び返却に関すること。 

(3) 閲覧施設及び書庫の運用に関すること。 

(4) 視聴覚資料及び視聴覚機器の利用に関すること。 

(5) 学外者による図書館の利用に関すること。 

(6) その他図書館利用者を支援するための業務で他の係の所掌に属さないこ

と。 

（情報リテラシー係） 

第８９条 情報リテラシー係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 図書館及び図書館資料の利用についての指導及び助言に関すること。 

(2) 参考調査に関すること。 

(3) 図書館の広報に関すること。 

(4) 情報リテラシー教育支援に関すること。 

(5) 授業関連情報の提供に関すること。 

(6) 利用者用情報機器の利用に関すること。 

(7) 図書館資料の相互利用業務に関すること。 

(8) 図書館資料の複写に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(9) その他情報リテラシー等に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１款 情報管理課（情報基盤整備室） 

（総務係） 

第８７条 総務係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 図書館及び学術情報に関し，総括し，及び連絡調整に関すること。 

(2) 図書館の文書類の発受及び整理保存に関すること。 

(3) 図書館の予算に関すること。 

(4) 文献複写に係る歳入金の収納に関すること。 

(5) 図書館の物品の管理に関すること。 

(6) 図書館及び学術情報に関する調査，統計及び報告に関すること。 

(7) 紀要の出版に関すること。 

(8) その他他の係並びに情報サービス課の所掌に属さないこと。 

（学術資料係） 

第８８条 学術資料係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 図書館資料の予算に関すること。 

(2) 図書館資料の選択及び収集に関すること。 

(3) 図書館資料の購入及び役務契約（契約課の所掌に属するものを除く。）に

関すること。 

(4) 図書館資料の目録・分類・装備に関すること。 

(5) 図書館資料の資産管理に関すること。 

(6) 図書館資料の不用決定及び除却に関すること。 

(7) その他図書館資料に関すること。 

（事務情報係） 

第８９条 事務情報係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 事務情報システムの開発及び導入に関すること。 

(2) 事務情報システムの運用支援及び維持管理支援に関すること。 

(3) 事務処理に係る電子計算機の整備及び利用支援に関すること。 

(4) 事務情報化の普及に関すること。 

(5) その他事務情報化に関すること。 

（情報基盤係） 

第９０条 情報基盤係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 情報処理センターの事業に関すること。 

(2) 情報処理センターの利用に関すること。 

(3) その他情報処理センターの運営に関すること。 

（学術ポータル係） 

第９１条 学術ポータル係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 図書館情報サービスシステムの開発，導入及び運用に関すること。 

(2) 図書館資料の電子化に関すること。 

(3) 電子的学術情報資源の整備及び維持管理に関すること。 



 

 

第２款 情報基盤課 

（情報基盤係） 

第９０条 情報基盤係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 課の業務を総括すること，及び連絡調整に関すること。 

(2) 課の文書類の発受及び整理保存に関すること。 

(3) 情報処理センターの予算に関すること。 

(4) 課の歳入金の収納に関すること。 

(5) 課の物品の管理に関すること。 

(6) 課の調査，統計及び報告に関すること。 

(7) 情報処理センターの事業に関すること。 

(8) 情報処理センターの運営・利用に関すること。 

(9) その他他の係の所掌に属さないこと。 

（事務情報係） 

第９１条 事務情報係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 事務情報システムの開発及び導入に関すること。 

(2) 事務情報システムの運用支援及び維持管理支援に関すること。 

(3) 事務処理に係る電子計算機の整備及び利用支援に関すること。 

(4) 事務情報化の普及に関すること。 

(5) その他事務情報化に関すること。 

（学術ポータル係） 

第９２条 学術ポータル係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 図書館情報サービスシステムの開発，導入及び運用に関すること。 

(2) 図書館資料の電子化に関すること。 

(3) 電子的学術情報資源の整備及び維持管理に関すること。 

(4) 図書館ホームページの運用及び維持管理に関すること。 

(5) 機関リポジトリに関すること。 

(6) その他電子的学術情報に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 図書館ホームページの運用及び維持管理に関すること。 

(5) その他電子的学術情報に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２款 情報サービス課 

（資料サービス係） 

第９２条 資料サービス係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 図書館資料の配置，配架，保存，点検その他運用計画に関すること。 

(2) 図書館資料の閲覧，貸出及び返却に関すること。 

(3) 閲覧施設及び書庫の運用に関すること。 

(4) 視聴覚資料及び視聴覚機器の利用に関すること。 

(5) その他他の係の所掌に属さないこと。 

（情報リテラシー係） 

第９３条 情報リテラシー係は，次の各号に定める事務を分掌する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 監査室 

（専門職員（監事担当）） 

第９３条 専門職員（監事担当）は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 関係諸法令，業務方法書，諸規程等に係る遵守状況の監査に関すること。 

(2) 中期計画及び年度計画の実施に係る監査に関すること。 

(3) 組織運営及び人事管理の監査に関すること。 

(4) その他業務の内部監査に関すること。 

 

〔省略〕 

 

   附 則 

 この規程は，平成20年４月１日から施行する。 

 

 

(1) 図書館及び図書館資料の利用についての指導及び助言に関すること。 

(2) 参考質問の受付，調査及び回答に関すること。 

(3) 図書館の広報に関すること。 

(4) 情報リテラシー教育支援に関すること。 

(5) 授業関連情報の提供に関すること。 

(6) 利用者用情報機器の運用に関すること。 

(7) その他参考調査に関すること。 

（相互利用係） 

第９４条 相互利用係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 図書館資料の相互利用に関すること。 

(2) 図書館資料の複写に関すること。 

(3) その他学外者による図書館の利用に関すること。 

 

 



東京学芸大学事務点検評価委員会規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 事務局長 

(2) 各部長 

(3) 総務課長，企画課長，財務課長，学務課長，施設企画課長及び学術情報課

長 

(4) その他事務局長が必要と認めた者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規則は，平成20 年４月１日から施行する。 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 事務局長 

(2) 各部長 

(3) 総務課長，企画課長，財務課長，学務課長，施設企画課長及び情報管理課

長 

(4) その他事務局長が必要と認めた者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学事務協議会規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第３条 本会は，次の各号に定める者をもって組織する。 

 (1) 事務局長 

 (2) 部長 

 (3) 課長 

 (4) 監査室長 

 (5) 副課長 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規則は，平成20 年４月１日から施行する。 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第３条 本会は，次の各号に定める者をもって組織する。 

 (1) 事務局長 

 (2) 部長 

 (3) 課長 

 (4) 主幹 

 (5) 副課長 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学事務情報化推進規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 協議会は，次の各号に定める者をもって組織する。 

 (1) 事務局長 

 (2) 部長 

 (3) 課長 

 (4) 監査室長 

 (5) その他事務局長が必要と認めた者 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第１２条 協議会に関する庶務は，学術情報部情報基盤課が処理する。 

２  〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規則は，平成20 年４月１日から施行する。 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 協議会は，次の各号に定める者をもって組織する。 

 (1) 事務局長 

 (2) 部長 

 (3) 課長 

 

 (4) その他事務局長が必要と認めた者 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第１２条 協議会に関する庶務は，学術情報部情報管理課が処理する。 

２  〔省略〕 

 

 



東京学芸大学パソコンリーダー規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

別表 

パソコンリーダー配置部局及び人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

 この規則は，平成20年４月１日から施行する。 

 

   〔省略〕 

 

別表 

パソコンリーダー配置部局及び人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 

パソコンリーダー配置部局 人員 パソコンリーダー配置部局 人員 

総務部総務課 

総務部企画課 

総務部人事課 

総務部学系支援課 

総務部附属学校課 

財務部財務課 

財務部経理課 

財務部契約課 

財務部監査課 

学務部学務課 

学務部学生サービス課 

学務部入試課 

学務部国際課 

１ 

１ 

１ 

４ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

１ 

１ 

１ 

施設マネジメント部 

学術情報部 

１ 

１ 

 

 

パソコンリーダー配置部局 人員 パソコンリーダー配置部局 人員 

総務部総務課 

総務部企画課 

総務部人事課 

総務部学系支援課 

総務部附属学校課 

財務部財務課 

財務部経理課 

 

 

学務部学務課 

学務部学生サービス課 

学務部入試課 

学務部国際課 

１ 

１ 

１ 

４ 

１ 

１ 

１ 

 

 

２ 

１ 

１ 

１ 

施設マネジメント部 

学術情報部 

監査室 

１ 

１ 

１ 

 



国立大学法人東京学芸大学文書処理規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

   〔省略〕 

 

 （定義） 

第２条 この規則で「文書」とは，本学所掌事務に係る内容を有する文書類で，次

に掲げるものをいう。 

(1) 決裁文書 

(2) 供閲文書 

(3) 本学名，本学各部局課名又は職名をあて名とする文書（以下「受信文書」とい

う。） 

(4) 本学名，本学各部局課名又は職名をもって発信する文書（以下「発信文書」と

いう。） 

２ この規則で「文書担当係」とは，総務課法規・文書係又は各課の庶務担当係（

附属学校にあっては，当該地区の事務係）をいう。 

３ この規則で「各部局課名，各部課，各課，所掌課，他の課，関係課，起案課，合

議課，保存課，課名，課長及び課」の課とは，監査室を含めていう。 

 

   〔省略〕 

別表 

総 務 課 に 属 す る も の 東学芸総第    号 

企 画 課 に 属 す る も の 東学芸企第    号 

人 事 課 に 属 す る も の 東学芸人第    号 

学 系 支 援 課 に 属 す る も の 東学芸支第    号 

附 属 学 校 課 に 属 す る も の 東学芸附第    号 

財 務 課 に 属 す る も の 東学芸財第    号 

経 理 課 に 属 す る も の 東学芸経第    号 

学 務 課 に 属 す る も の 東学芸学務第   号 

学 生 サ ー ビ ス 課 に 属 す る も の 東学芸学サ第   号 

入 試 課 に 属 す る も の 東学芸入第    号 

 

   〔省略〕 

 

  （定義） 

第２条 この規則で「文書」とは，本学所掌事務に係る内容を有する文書類で，次

に掲げるものをいう。 

(1) 決裁文書 

(2) 供閲文書 

(3) 本学名，本学各部局課名又は職名をあて名とする文書（以下「受信文書」とい

う。） 

(4) 本学名，本学各部局課名又は職名をもって発信する文書（以下「発信文書」と

いう。） 

２ この規則で「文書担当係」とは，総務課法規・文書係又は各課の庶務担当係（

附属学校にあっては，当該地区の事務係）をいう。 

 

 

 

   〔省略〕 

別表 

総 務 課 に 属 す る も の 東学芸総第    号 

企 画 課 に 属 す る も の 東学芸企第    号 

人 事 課 に 属 す る も の 東学芸人第    号 

学 系 支 援 課 に 属 す る も の 東学芸支第    号 

附 属 学 校 課 に 属 す る も の 東学芸附第    号 

財 務 課 に 属 す る も の 東学芸財第    号 

経 理 課 に 属 す る も の 東学芸経第    号 

契 約 課 に 属 す る も の 東学芸契第    号 

監 査 課 に 属 す る も の 東学芸監第    号 

学 務 課 に 属 す る も の 東学芸学務第   号 



国 際 課 に 属 す る も の 東学芸国際第   号 

施 設 企 画 課 に 属 す る も の 東学芸施企第   号 

保 全 課 に 属 す る も の 東学芸保第    号 

学 術 情 報 課 に 属 す る も の 東学芸学情第   号 

情 報 基 盤 課 に 属 す る も の 東学芸情基第   号 

監 査 室 に 属 す る も の 東学芸監第    号 

総 合 教 育 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸総合第   号 

人 文 社 会 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸人文第   号 

自 然 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸自然第   号 

芸 術 ･ ス ポ ー ツ 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸芸ス第   号 

環 境 教 育 実 践 施 設 に 属 す る も の 東学芸環第    号 

教 育 実 践 研 究支 援 セ ン ター に 属 す るも の 東学芸実第    号 

留 学 生 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸留セ第   号 

国 際 教 育 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸国セ第   号 

教員養成カリキュラム開発研究センターに属するもの 東学芸教第    号 

保 健 管 理 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸保セ第   号 

情 報 処 理 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸情第    号 

放射性同位元素総合実験施設に属するもの 東学芸放第    号 

有 害 廃 棄 物 処 理 施 設 に 属 す る も の 東学芸有第    号 

現 職 教 員 研 修支 援 セ ン ター に 属 す るも の 東学芸現第    号 

学 生 相 談 セ ン タ ー に 関 す る も の 東学芸相第    号 

学 生 キ ャ リ ア支 援 セ ン ター に 関 す るも の 東学芸キ第    号 

 
 
 

   〔省略〕 

 

 

学 生 サ ー ビ ス 課 に 属 す る も の 東学芸学サ第   号 

入 試 課 に 属 す る も の 東学芸入第    号 

国 際 課 に 属 す る も の 東学芸国際第   号 

施 設 企 画 課 に 属 す る も の 東学芸施企第   号 

保 全 課 に 属 す る も の 東学芸保第    号 

情 報 管 理 課 に 属 す る も の 東学芸管第    号 

情 報 サ ー ビ ス 課 に 属 す る も の 東学芸情サ第   号 

総 合 教 育 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸総合第   号 

人 文 社 会 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸人文第   号 

自 然 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸自然第   号 

芸 術 ･ ス ポ ー ツ 科 学 系 に 属 す る も の 東学芸芸ス第   号 

環 境 教 育 実 践 施 設 に 属 す る も の 東学芸環第    号 

教 育 実 践 研 究支 援 セ ン ター に 属 す るも の 東学芸実第    号 

留 学 生 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸留セ第   号 

国 際 教 育 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸国セ第   号 

教員養成カリキュラム開発研究センターに属するもの 東学芸教第    号 

保 健 管 理 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸保第    号 

情 報 処 理 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸情第    号 

放射性同位元素総合実験施設に属するもの 東学芸放第    号 

有 害 廃 棄 物 処 理 施 設 に 属 す る も の 東学芸有第    号 

現 職 教 員 研 修支 援 セ ン ター に 属 す るも の 東学芸現第    号 

学 生 相 談 セ ン タ ー に 関 す る も の 東学芸相第    号 

学 生 キ ャ リ ア支 援 セ ン ター に 関 す るも の 東学芸キ第    号 

  

  〔省略〕 

 

 
 



 

様式第３ 

（表）            東 京 学 芸 大 学 原 議 書 

完 結 平成  年  月  日 （発送種別） 

普通・書留・速達・小包 

使送・部内通知 

東学芸  第       号 

発 送 平成  年  月  日 平成   年   月   日 

照 合 平成  年  月  日 （添付物及び施行注意） 決 裁 平成 年  月  日 

浄 書 平成  年  月  日 起 案 平成 年  月  日 

情 報 公 開 区 分 
公開・非公開（秘・部外秘） 

（平成   年   月   日まで） 

文 書 保 存 期 間 永年  ３０年  １０年  ５年  ３年  １年 

（収受文書発信年月日） （収受文書記号番号） 

平成   年   月   日 第           号 

（受信者） 

 

 

（発信者） 

 

 

（件  名） 

 

 上記のことについて別紙のとおり                     してよろしいか伺います。 

                                     します。 

学 長 
理 事 

(教育等担当) 

理 事 

(研究等担当) 

理 事 

(総務等担当) 

理 事 

(経営戦略等担当) 
監 事 監 事 

  

 

 

 

     

副 学 長 

（ ） 
部 局 長 部 長 課長・室長 副 課 長 

係 長 ・ 

専 門 職 員 
起 案 

           課 

     係 

 

内 (   ) 

（合 議） 

          

 

          

 

          

 

 

 

整理 

番号 

 

 

 

 

 

  〔省略〕 

 
   附 則 

 この規則は，平成20 年４月１日から施行する。 

 

様式第３ 

（表）            東 京 学 芸 大 学 原 議 書 

完 結 平成  年  月  日 （発送種別） 

普通・書留・速達・小包 

使送・部内通知 

東学芸  第       号 

発 送 平成  年  月  日 平成   年   月   日 

照 合 平成  年  月  日 （添付物及び施行注意） 決 裁 平成 年  月  日 

浄 書 平成  年  月  日 起 案 平成 年  月  日 

情 報 公 開 区 分 
公開・非公開（秘・部外秘） 

（平成   年   月   日まで） 

文 書 保 存 期 間 永年  ３０年  １０年  ５年  ３年  １年 

（収受文書発信年月日） （収受文書記号番号） 

平成   年   月   日 第           号 

（受信者） 

 

 

（発信者） 

 

 

（件  名） 

 

 上記のことについて別紙のとおり                     してよろしいか伺います。 

                                     します。 

学 長 
理 事 

(教育等担当) 

理 事 

(研究等担当) 

理 事 

(総務等担当) 

理 事 

(経営戦略等担当) 
監 事 監 事 

  

 

 

 

     

部 局 長 部 長 課 長 主 幹 副 課 長 
係 長 ・ 

専 門 職 員 
起 案 

           課 

     係 

 

内 (   ) 

（合 議） 

          

 

          

 

          

 

 

 

整理 

番号 

 

 

 

 

 

  〔省略〕 



国立大学法人東京学芸大学文書決裁規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編等に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

   〔省略〕 

 

 （定義） 

第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 部局の長  各学系長，大学院連合学校教育学研究科長，附属図書館長，環

境教育実践施設長，教育実践研究支援センター長，留学生センター長，国際教育

センター長，教員養成カリキュラム開発研究センター長，保健管理センター所長

，情報処理センター長，放射性同位元素総合実験施設長，有害廃棄物処理施設長

，現職教員研修支援センター長，学生相談センター長，学生キャリア支援センタ

ー長及び事務局長をいう。 

(2) 主管部長  各部長をいう。 

(3) 主管課長  各課長及び監査室長をいう。 

 

別表第１ 〔省略〕 

 

 別表第２ 

（共通） 

事          項 名 義 者 専 決 者 

 

〔省略〕 

 

(9) 職員の休暇の承認及び職務に専念することの免除に

関する文書 

教育職員 

（部局の長及び附属学校運営参事を除く。） 

課長（監査室長を含む。）以上の事務職員 

（事務局長を除く。） 

上 記 以 外 の 職 員 

 

 

(10)超過勤務命令，休日勤務命令，特殊勤務命令及び公

務外出勤務命令に関する文書 

 

 

 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

 

 

学 長 

 

 

 

 

 

部局の長又は

附属学校長 

事 務 局 長 

 

附属学校長 

又は主管課長 

 

 

部局の長又は 

 

   〔省略〕 

 

 （定義） 

第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 部局の長  各学系長，大学院連合学校教育学研究科長，附属図書館長，環

境教育実践施設長，教育実践研究支援センター長，留学生センター長，国際教育

センター長，教員養成カリキュラム開発研究センター長，保健管理センター所長

，情報処理センター長，放射性同位元素総合実験施設長，有害廃棄物処理施設長

，現職教員研修支援センター長，学生相談センター長，学生キャリア支援センタ

ー長及び事務局長をいう。 

(2) 主管部長  各部長をいう。 

(3) 主管課長  各課長をいう。 

 

別表第１ 〔省略〕 

 

 別表第２ 
（共通） 

事          項 名 義 者 専 決 者 

 

〔省略〕 

 

(9) 職員の休暇の承認及び職務に専念することの免除に

関する文書 

教育職員 

（部局の長及び附属学校運営参事を除く。） 

課長以上の事務職員 

（事務局長を除く。） 

上 記 以 外 の 職 員 

 

 

(10)超過勤務命令，休日勤務命令，特殊勤務命令及び公

務外出勤務命令に関する文書 

 

 

 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

 

 

学 長 

 

 

 

 

 

部局の長又は

附属学校長 

事 務 局 長 

 

附属学校長 

又は主管課長 

 

 

部局の長又は 



教育職員 

（部局の長及び附属学校運営参事を除く。） 

課長（監査室長を含む。）以上の事務職員 

（事務局長を除く。） 

上記以外の職員 

 

〔省略〕 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

附属学校長 

直属の上司 

 

附属学校長又

は主管課長 

 

 

 （総務部関係） 

事          項 名 義 者 専 決 者 

 

〔省略〕 

 

(6) 個人情報保護法に関する文書 

 

(7) 調査統計及び報告等に関する文書 

 

(8) 科学研究費に関する文書 

 

(9) 学報，要覧，職員録及び概要等の編集及び発行文書 

 

(10)遺伝子組換え実験に関する文書 

 

 

 

(11) 学術奨励事業に関する照会，回答文書 

 

（以下，現行の第13号から第41号までを１号ずつ繰り上

げる。） 

 

  〔省略〕 

 

 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

 

 

学 長 

 

 

 

 

総 務 課 長 

 

総 務 課 長 

 

総 務 部 長 

 

総 務 部 長 

 

総 務 部 長 

 

 

 

総 務 部 長 

 

 

 （財務部関係） 

事          項 名 義 者 専 決 者 

 

 

 

 

 

 

教育職員 

（部局の長及び附属学校運営参事を除く。） 

課長以上の事務職員 

（事務局長を除く。） 

上記以外の職員 

 

  〔省略〕 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

附属学校長 

直属の上司 

 

附属学校長又

は主管課長 

 

 

 （総務部関係） 

事          項 名 義 者 専 決 者 

 

〔省略〕 

 

(6) 個人情報保護法に関する文書 

 

(7) 調査統計及び報告等に関する文書 

 

(8) 科学研究費に関する文書 

 

(9) 学報，要覧，職員録及び概要等の編集及び発行文書 

 

(10)遺伝子組換え実験に関する文書 

 

(11)国際交流に関する文書（学生交流を除く。） 

 

(12) 学術奨励事業に関する照会，回答文書 

 

 〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

学 長 

 

 

 

 

企 画 課 長 

 

企 画 課 長 

 

総 務 部 長 

 

総 務 部 長 

 

総 務 部 長 

 

総 務 部 長 

 

総 務 部 長 

 

 

 （財務部関係） 

事          項 名 義 者 専 決 者 

(1) 会計検査院及び会計監査人の検査及び監査に関する

軽易な文書 

学 長 

 

理事（総務

等 担 当 ） 



 

 

 

 

(1) 会計経理に関する訴訟等に関する文書（重要なもの

を除く。） 

 

（以下，現行の第４号から第16号までを２号ずつ繰り上

げる。） 

 

〔省略〕 

 

 

 

 

 

学 長 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 （学務部関係） 

事          項 名 義 者 専 決 者 

 

〔省略〕 

 

(5) 科目等履修生，研究生，特別聴講学生，派遣学生及

び特別研究学生の諸報告に関する文書 

 

(6) 国際交流に関する文書 

 

(7) 留学生に関する文書 

 

（以下，現行の第７号から第30号までを１号ずつ繰り下

げる。） 

 

〔省略〕 

 

 

 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

学 長 

 

 

 

学 務 課 長 

 

 

学 務 部 長 

 

学 務 部 長 

 

 

 （附属図書館関係） 

事          項 名 義 者 専 決 者 

 

(2) 内部監査に関する文書 

 

 

(3) 会計経理に関する訴訟等に関する文書（重要なもの

を除く。） 

 

〔省略〕 

 

 

 

 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

理事（総務

等 担 当 ） 

 

事 務 局 長 

 

 

 （学務部関係） 

事          項 名 義 者 専 決 者 

 

〔省略〕 

 

(5) 科目等履修生，研究生，特別聴講学生，派遣学生及

び特別研究学生の諸報告に関する文書 

 

 

 

(6) 留学生に関する文書 

 

  〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

学 長 

 

 

 

 

学 長 

 

 

 

学 務 課 長 

 

 

 

 

学 務 部 長 

 

 

 （附属図書館関係） 

事          項 名 義 者 専 決 者 



(1) 閲覧依頼状の発行に関する文書 

 

 

(2) 図書の相互貸借に関する文書 

 

 

(3)「視聴覚ホール」の利用許可に関する文書 

 

 

(4)図書の無償貸付に関する文書 

附属図書

館 長 

 

附属図書

館 長 

 

附属図書

館 長 

 

附属図書

館 長 

学術情報課

長 

 

学術情報課

長 

 

学術情報課

長 

 

学術情報部

長 

 

（監査室関係） 

事          項 名 義 者 専 決 者 

(1) 会計検査院及び会計監査人の検査及び監査に関する

軽易な文書 

 

(2)内部監査に関する文書 

 

学 長 

 

 

学 長 

 

理事（総務

等 担 当 ） 

 

理事（総務

等 担 当 ） 

 

 

  

〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規則は，平成20 年４月１日から施行する。 

 

 

(1) 閲覧依頼状の発行に関する文書 

 

 

(2) 図書の相互貸借に関する文書 

 

 

(3)「視聴覚ホール」の利用許可に関する文書 

 

 

(4)図書の無償貸付に関する文書 

附属図書

館 長 

 

附属図書

館 長 

 

附属図書

館 長 

 

附属図書

館 長 

情報サービ

ス 課 長 

 

情報サービ

ス 課 長 

 

情報管理課

長 

 

学術情報部

長 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学公印規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編等に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

   〔省略〕 

別表（第３条関係） 

 種      類 

寸法 

ミリメー 

トル平方 
公印管守責任者 公印管守担当者 

組

織

印 

〔省略〕 

 

                   

役 

 

職 

 

印 

国立大学法人東京学芸

大学長 

東京学芸大学長 

大学院連合学校教育 

学研究科長 

事務局長 

総務部長 

総務課長 

企画課長 

人事課長 

学系支援課長 

附属学校課長 

財務部長 

財務課長 

経理課長 

 

 

学務部長 

 

30 

 

30 

30 

 

30 

23 

20 

20 

20 

20 

20 

23 

20 

20 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課法規・文書

係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

別表（第３条関係） 

 種      類 

寸法 

ミリメー 

トル平方 
公印管守責任者 公印管守担当者 

組

織

印 

〔省略〕 

 

                   

役 

 

職 

 

印 

国立大学法人東京学芸

大学長 

東京学芸大学長 

大学院連合学校教育 

学研究科長 

事務局長 

総務部長 

総務課長 

企画課長 

人事課長 

学系支援課長 

附属学校課長 

財務部長 

財務課長 

経理課長 

契約課長 

監査課長 

学務部長 

 

30 

 

30 

30 

 

30 

23 

20 

20 

20 

20 

20 

23 

20 

20 

20 

20 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課法規・文書

係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



学務課長 

学生サービス課長 

入試課長 

国際課長 

施設マネジメント部長 

施設企画課長 

保全課長 

附属図書館長 

学術情報部長 

学術情報課長 

情報基盤課長 

監査室長 

 

総合教育科学系長 

人文社会科学系長 

 

自然科学系長 

芸術･スポーツ科学系

長 

環境教育実践施設長 

 

教育実践研究支援セン

ター長 

 

留学生センター長 

国際教育センター長 

教員養成カリキュラム

開発研究センター長 

保健管理センター所長 

 

情報処理センター長 

放射性同位元素総合実

験施設長 

20 

20 

20 

20 

23 

20 

20 

30 

23 

20 

20 

20 

 

27 

27 

 

27 

27 

 

23 

 

23 

 

 

23 

23 

23 

 

23 

 

23 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学系支援課長 

 

 

 

 

 

 

国際課長 

国際課長 

学系支援課長 

 

総務部総務課長 

 

情報基盤課長 

学系支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課法規・文書

係長 

 

 

 

 

総合教育系事務係長 

人文社会科学系事務

係長 

自然科学系事務係長 

芸術･スポーツ科学

系事務係長 

施設･センター事務

係長 

施設･センター事務

係長 

 

国際教育事業係長 

国際教育事業係長 

施設･センター事務

係長 

総務課法規・文書係

長 

情報基盤係長 

自然科学系事務係長 

 

学務課長 

学生サービス課長 

入試課長 

国際課長 

施設マネジメント部長 

施設企画課長 

保全課長 

附属図書館長 

学術情報部長 

情報管理課長 

情報サービス課長 

 

 

総合教育科学系長 

人文社会科学系長 

 

自然科学系長 

芸術･スポーツ科学系

長 

環境教育実践施設長 

 

教育実践研究支援セン

ター長 

 

留学生センター長 

国際教育センター長 

教員養成カリキュラム

開発研究センター長 

保健管理センター所長 

 

情報処理センター長 

放射性同位元素総合実

験施設長 

20 

20 

20 

20 

23 

20 

20 

30 

23 

20 

20 

 

 

27 

27 

 

27 

27 

 

23 

 

23 

 

 

23 

23 

23 

 

23 

 

23 

23 

 

 

 

 

 

 

総務部総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学系支援課長 

 

 

 

 

 

 

国際課長 

国際課長 

学系支援課長 

 

総務部総務課長 

 

情報管理課長 

学系支援課長 

 

 

 

 

 

 

総務課法規・文書

係長 

 

 

 

 

 

 

総合教育系事務係長 

人文社会科学系事務

係長 

自然科学系事務係長 

芸術･スポーツ科学

系事務係長 

施設･センター事務

係長 

施設･センター事務

係長 

 

国際教育事業係長 

国際教育事業係長 

施設･センター事務

係長 

総務課法規・文書係

長 

情報基盤係長 

自然科学系事務係長 

 



有害廃棄物処理施設長 

 

学生相談センター長 

 

学生キャリア支援セン

ター長 

附属幼稚園長 

 

附属世田谷小学校長 

附属小金井小学校長 

附属大泉小学校長 

附属竹早小学校長 

 

附属世田谷中学校長 

附属小金井中学校長 

附属国際中等教育学校

長 

 

附属竹早中学校長 

附属高等学校長 

附属特別支援学校長 

 

 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

23 

23 

23 

 

23 

23 

23 

 

 

23 

23 

23 

 

 

 

総務部総務課長 

 

総務部総務課長 

 

総務部総務課長 

 

園長 

 

 

 

 

 

 

 

当該附属学校の

副校長 

 

 

 

 

 

 

 

総務課法規・文書係

長 

総務課法規・文書係

長 

総務課法規・文書係

長 

副園長 

 

 

当該地区の事務係

長 

 

 

 

当該地区の庶務事

務担当者 

 

 

当該地区の事務係長 

事務係長 

事務係長 

 

 

 

様式第１～様式第３ 〔省略〕 

 

   附 則 

この規則は，平成20年４月１日から施行する。 

 

有害廃棄物処理施設長 

 

学生相談センター長 

 

学生キャリア支援セン

ター長 

 

 

附属世田谷小学校長 

附属小金井小学校長 

附属大泉小学校長 

附属竹早小学校長 

 

附属世田谷中学校長 

附属小金井中学校長 

附属国際中等教育学校

長 

 

附属竹早中学校長 

附属高等学校長 

附属特別支援学校長 

 

附属幼稚園長 

23 

 

23 

 

23 

 

 

 

23 

23 

23 

23 

 

23 

23 

23 

 

 

23 

23 

23 

 

23 

総務部総務課長 

 

総務部総務課長 

 

総務部総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該附属学校の

副校長 

 

 

 

 

 

 

園長 

総務課法規・文書係

長 

総務課法規・文書係

長 

総務課法規・文書係

長 

 

 

 

当該地区の事務係

長 

 

 

 

当該地区の庶務事

務担当者 

 

 

当該地区の事務係長 

事務係長 

事務係長 

 

副園長 

 

様式第１～様式第３ 〔省略〕 

 

 

 

 

 



東京学芸大学勤務時間管理員に関する規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編等に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

   〔省略〕 

 

別表 

組織の単位 勤務時間管理員となる者 

   〔省略〕 

経理課 管理係長 

（削除）  

（削除）  

〔省略〕 

学術情報課 総務係長 

情報基盤課 情報基盤係長 

監査室 専門職員（監事担当） 

   〔省略〕 

情報処理センター 情報基盤課情報基盤係長 

   〔省略〕 

学生キャリア支援センター 学生サービス課厚生企画係長 

附属幼稚園（小金井園舎） 附属学校課小金井地区事務係長 

附属幼稚園（竹早園舎） 附属学校課竹早地区事務係長 

〔省略〕  

附属特別支援学校 附属学校課特別支援学校事務係長 

（削除）  

（削除）  

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

 この規則は，平成20年４月１日から施行する。 

   〔省略〕 

 

別表 

組織の単位 勤務時間管理員となる者 

   〔省略〕 

経理課 管理係長 

契約課 契約第一係長 

監査課 専門職員（業務監査担当） 

〔省略〕 

情報管理課 総務係長 

情報サービス課 資料サービス係長 

（新設）  

   〔省略〕 

情報処理センター 情報管理課情報基盤整備室情報基盤係長 

   〔省略〕 

学生キャリア支援センター 学生サービス課厚生企画係長 

（新設）  

（新設）  

   〔省略〕  

附属特別支援学校 附属学校課特別支援学校事務係長 

附属幼稚園（小金井園舎） 附属学校課小金井地区事務係長 

附属幼稚園（竹早園舎） 附属学校課竹早地区事務係長 

 

   〔省略〕 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学公的研究費管理規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

   〔省略〕 

 

 （相談窓口の設置） 

第１０条 本学における公的研究費に係わる事務処理手続きに関し，明確かつ統一

的な運用を図るため相談窓口を置く。 

２ 相談窓口は，次の各号に掲げる部署をもって組織する。 

 (1) 研究の経理執行に関する事項については，経理課及び学術情報課とする。 

 (2) 及び (3) 〔省略〕 

３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規則は，平成20 年４月１日から施行する。 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 （相談窓口の設置） 

第１０条 本学における公的研究費に係わる事務処理手続きに関し，明確かつ統一

的な運用を図るため相談窓口を置く。 

２ 相談窓口は，次の各号に掲げる部署をもって組織する。 

 (1) 研究の経理執行に関する事項については，経理課，契約課及び情報管理課と

する。 

 (2) 及び(3) 〔省略〕 

３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学電気工作物保安規則の一部改正について 
 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 
 
   〔省略〕 
別表第１ 

組織構成 

(3) 担当係長等は、資産監守補助者。

附属幼稚園
附属幼稚園担当係長等（補助
者）

附属小金井小学校担当係長等
（補助者）

附属小金井中学校
（総務部
長）

附属学校
課長 附属小金井中学校担当係長等

（補助者）

附属小金井小学校
附属学校課担当係長等（補助
者）

教育実践研究支援セ
ンター

情報処理センター

教員養成カリキュラ
ム開発研究センター

芸術・スポーツ科学系担当係長
等（補助者）

環境教育実践施設
施設・センター担当係長等（補
助者）

自然科学系
（放射性同位元素総
合実験施設を含む）

（総務部
長）

学系支援
課長

自然科学系担当係長等（補助
者）
（放射性同位元素総合実験施設
を含む）

総合教育科学系担当係長等（補
助者）

人文社会科学系
人文社会科学系担当係長等（補
助者）

附属図書館
学術情報部
長

学術情報
課長

担当係長等（補助者）

監査室長 担当係長等（補助者）

保全課長
担当係長等（補助者）
（有害廃棄物処理施設を含む）

学生サー
ビス課長

学長
（管理者）

事務局
（国際教育セン
ター・留学生セン
ター・保健管理セン
ター・有害廃棄物処
理施設・現職教員研
修支援センター・学
生相談センター・学
生キャリア支援セン
ターを含む）

担当係長等（補助者）
（国際教育センター・留学生セ
ンターを含む）

国際課長

総務課長 担当係長等（補助者）

学務部長事務局長

担当係長等（補助者）
（現職教員研修支援センターを
含む）

財務部長 財務課長 担当係長等（補助者）

担当係長等（補助者）
（保健管理センター・学生相談
センター・学生キャリア支援セ
ンターを含む）

学務課長

注 (1) 指揮命令・連絡系統を示す。

組織系統を示す。(2)

総務部長

施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ部長

主任技術者
総合教育科学系

芸術・ｽﾎﾟｰﾂ科学系

  
   〔省略〕 
 
   附 則 

 この規則は，平成20 年４月１日から施行する。 

 
   〔省略〕 
別表第１ 

組織構成 

注

（３）　担当係長等は、資産監守補助者。

附属幼稚園
附属幼稚園担当係長等（補助
者）

（１）　　　　　　　指揮命令・連絡系統を示す。

（２）　　　　　　　組織系統を示す。

附属小金井小学校担当係長等
（補助者）

附属小金井中学校
（総務部
長）

附属学校
課長 附属小金井中学校担当係長等

（補助者）

附属小金井小学校
附属学校課担当係長等（補助
者）

教育実践研究支援セ
ンター

情報処理センター

教員養成カリキュラ
ム開発研究センター

芸術・ｽﾎﾟｰﾂ科学系
芸術・スポーツ科学系担当係長
等（補助者）

環境教育実践施設
施設・センター担当係長等（補
助者）

自然科学系
（放射性同位元素総
合実験施設を含む）

（総務部
長）

学系支援
課長

自然科学系担当係長等（補助
者）
（放射性同位元素総合実験施設
を含む）

主任技術者
総合教育科学系

総合教育科学系担当係長等（補
助者）

人文社会科学系
人文社会科学系担当係長等（補
助者）

附属図書館
学術情報部
長

情報管理
課長

担当係長等（補助者）

学務課長

施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ部長

保全課長
担当係長等（補助者）
（有害廃棄物処理施設を含む）

学生サー
ビス課長

学長
（管理者）

総務部長 総務課長 担当係長等（補助者）

学務部長事務局長

担当係長等（補助者）
（現職教員研修支援センターを
含む）

財務部長 財務課長 担当係長等（補助者）

事務局
（国際教育セン
ター・留学生セン
ター・保健管理セン
ター・有害廃棄物処
理施設・現職教員研
修支援センター・学
生相談センター・学
生キャリア支援セン
ターを含む）

担当係長等（補助者）
（国際教育センター・留学生セ
ンターを含む）

国際課長

担当係長等（補助者）
（保健管理センター・学生相談
センター・学生キャリア支援セ
ンターを含む）

 

 



国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項の一部改正について 
 

改正理由：事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

（様式１） 

学 内 文 書 処 理 票 東学芸   第      号 

（件名） 

 

 

 

標記のことについて 

 

 

伺（次のとおり 

 

            してよいか） 

 

 

供閲（別紙のとおり） 

 

学 長 
理 事 

(教育等担当) 

理 事 
(研究等担当) 

理 事 
(総務等担当) 

理 事 
(経営戦略等担当) 

監 事 監 事 

  
 
 
 

    

副 学 長 

（    ） 
部 局 長 部  長 課 長 ･室 長 副 課 長 

係 長 ・ 

専門職員 起 案 者 

  
 
 
 

    

(合議） 

 
平成  年  月  日決裁 

平成  年  月  日起案 

標記のことについて 

別紙のとおり， 

通知・報告・提出・送付・照会・

依頼（要回答  月  日まで） 

回答・推薦          します。 

（備考） 

 

 

 

（送付先） 
（発信者） 

整 理 

番 号 
（発  送）           年       月       日 
               課 
               室         係 （     ）印 

 

 

 

標記のことについて 

 

 

伺（次のとおり 

 

            してよいか） 

 

 

供閲（別紙のとおり） 

 

学 長 
理 事 
(教育等担当) 

理 事 
(研究等担当) 

理 事 
(総務等担当) 

理 事 
(経営戦略等担当) 

監 事 監 事 

   
 
 
 

   

副 学 長 

（    ） 
部 局 長 部  長 課 長 ･室 長 副 課 長 

係 長 ・ 

専門職員 起 案 者 

   
 
 
 

   

(合議） 年  月  日決裁 

年  月  日起案 

標記のことについて 

別紙のとおり， 

通知・報告・提出・送付・照会・

依頼（要回答   月   日まで） 

回答・推薦          します。 

（備考） 

 

 

 

（送付先） （発信者） 整 理 

番 号 
（発  送）          年      月      日 
              課 
              室        係（        ） 印 

 

情報公開区分 

文書保存期間 

公開・非公開（秘・部外秘）（    年   月   日まで） 

永年 ３０年 １０年 ５年 ３年 １年    その他（  年） 

     

（様式１） 

学 内 文 書 処 理 票 東学芸   第      号 

（件名） 

 

 

 

標記のことについて 

 

 

伺（次のとおり 

 

            してよいか） 

 

 

供閲（別紙のとおり） 

 

学 長 
理 事 

(教育等担当) 

理 事 
(研究等担当) 

理 事 
(総務等担当) 

理 事 
(経営戦略等担当) 

監 事 監 事 

  
 
 
 

    

部 局 長 部 長 課 長 主  幹 副 課 長 
係 長 ・ 

専門職員 起 案 者 

  
 
 
 

    

(合議） 

 
平成  年  月  日決裁 

平成  年  月  日起案 

標記のことについて 

別紙のとおり， 

通知・報告・提出・送付・照会・

依頼（要回答  月  日まで） 

回答・推薦          します。 

（備考） 

 

 

 

（送付先） 
（発信者） 

整 理 

番 号 
（発  送）           年       月       日 
               課 
               室         係 （     ）印 

 

 

 

標記のことについて 

 

 

伺（次のとおり 

 

            してよいか） 

 

 

供閲（別紙のとおり） 

 

学 長 
理 事 
(教育等担当) 

理 事 
(研究等担当) 

理 事 
(総務等担当) 

理 事 
(経営戦略等担当) 

監 事 監 事 

   
 
 
 

   

部 局 長 部 長 課 長 主 幹 副 課 長 
係 長 ・ 

専 門 職 員 起 案 者 

   
 
 
 

   

(合議） 年  月  日決裁 

年  月  日起案 

標記のことについて 

別紙のとおり， 

通知・報告・提出・送付・照会・

依頼（要回答   月   日まで） 

回答・推薦          します。 

（備考） 

 

 

 

（送付先） （発信者） 整 理 

番 号 
（発  送）          年      月      日 
              課 
              室        係（        ） 印 

 

情報公開区分 

文書保存期間 

公開・非公開（秘・部外秘）（    年   月   日まで） 

永年 ３０年 １０年 ５年 ３年 １年    その他（  年） 
 



 

 

 

 

改         正 現         行 

 

（様式２） 

学内文書交換表 

月日 送達文書の文書番号又は件名 
発  信 

部課等 

受信部課等 

〔
省
略
〕 

経

理

課 

〔
省
略
〕 

学

術

情

報

部 

監

査

室 

〔
省
略
〕 

         

         

         

         

         

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この要項は，平成20年４月１日から施行する。 

 

 

（様式２） 

学内文書交換表 

月日 送達文書の文書番号又は件名 
発  信 

部課等 

受信部課等 

〔
省
略
〕 

経

理

課 

契

約

課 
監

査

課 

〔
省
略
〕 

学

術

情

報

部 

（
新
設
） 

〔
省
略
〕 

           

           

           

           

           

   〔省略〕 
 

 
 


